
令和２年度

測量等業務指名競争入札参加資格
審査申請（中間受付）の手引き

・測 量

・土木関係建設コンサルタント業務

・地質調査業務

・建築関係建設コンサルタント業務

・補償関係コンサルタント業務

・環境測定業務

（注意）

平成３１年２月に平成３１・３２年度の資格審査申請を行い、資格認定

を受けている方は、今回申請の必要がありません。

（京 都 府 提 出 用）
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第１ 測量等業務指名競争入札の参加資格審査について

京都府（教育庁、警察本部、関係公社等を含む。）が発注する測量、土木関係建設コンサ

ルタント、地質調査、建築関係建設コンサルタント、補償関係コンサルタント及び環境測

定の業務（以下「測量等業務」という。）の指名競争入札に参加するには、事前に資格審査

を受け、認定を受ける必要があります。京都府では、資格審査の時期及び方法等について、

京都府測量等業務指名競争入札参加要綱（昭和５４年京都府告示第５１５号）を定めてい

ます。

つきましては、令和２年度の測量等業務に係る入札参加資格の審査を受けようとされる

方は、以下の事項に十分留意の上、申請をしてください。

１ 資格審査対象業種

資格審査の対象となる業務は、次の６業種です。

（１）測 量

（２）土木関係建設コンサルタント業務

（３）地質調査業務

（４）建築関係建設コンサルタント業務

（５）補償関係コンサルタント業務

（６）環境測定業務

２ 参加資格

（１）資格審査の対象となる業務についての要件は次のとおりです。

ア 測量を希望する場合、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条第１項の規

定による登録を受けていること。

イ 土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業

務を希望する場合、それぞれ、建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告

示第７１７号）第２条第１項の規定による登録、地質調査業者登録規程（昭和５２

年建設省告示第７１８号）第２条第１項の規定による登録、補償コンサルタント登

録規程（昭和５９年建設省告示第１３４１号）第２条第１項の規定による登録を受

けていること。

なお、次の①～⑤のいずれかの登録を受けている者は、登録がない業務を希望す

ることができるが、その場合、当該業務において、技術士（業務に該当する部門）

又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはシビルコンサルティングマ

ネージャ（業務に該当する部門）（以下「ＲＣＣＭ」という。）の資格保有者（以下

「資格等保有者」という。）を置いていること。

① 測量法第５５条第１項の規定による登録
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② 建設コンサルタント登録規程第２条第１項の規定による登録

③ 地質調査業者登録規程第２条第１項の規定による登録

④ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による登録

⑤ 補償コンサルタント登録規程第２条第１項の規定による登録

ウ 建築関係建設コンサルタント業務（建築設備設計業務を除く。）を希望する場合、

建築士法第２３条第１項の規定による登録を受けていること。

エ 建築関係建設コンサルタント業務のうち、建築設備設計業務を希望する場合、

建築士法第２条第５項に規定する建築設備士（建築士法施行規則（昭和２５年建設

省令第３８号）第１７条の３５第１項の規定による登録を受けている者に限る。）を

専任で置いていること。

オ 環境測定業務（「濃度」「特定濃度」「音圧レベル」「振動加速度レベル」の４区分）

を希望する場合、希望する各区分について、計量法（平成４年法律第５１号）第

１０７条の規定による都道府県知事の登録を受けていること。

（２）次の各号に該当する者は、入札に参加することができません。

ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて

復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 資格審査申請書を提出するときに府税、消費税又は地方消費税を滞納している者

ウ 資格審査申請書を提出するときまでに府が発注した測量等業務に関する債務を履

行していない者

エ 資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

３ 入札参加資格の有効期間

資格審査の結果を通知した日の翌日から令和３年３月３１日までです。ただし、令和

３年２月に予定している次回の申請受付において、引き続き資格審査申請書を提出した

場合は、その結果を通知した日まで有効です。

４ 業種一覧表

業 種 区 分 業 務 内 容

①測 量 測量一般、地図の調製、航空測量 等に関する業務

②土木関係建設 土質及び基礎、鋼構造及びコンクリート、河川、砂防及び海

コンサルタント 岸・海洋、電力土木、道路、トンネル、施工計画・施工設備

業 務 及び積算、機械、地質、造園、港湾及び空港、上水道及び工

業用水道、下水道、農業土木、森林土木、水産土木、都市計

画及び地方計画、鉄道、建設環境、電気電子、廃棄物 等に
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関する業務

③地質調査業務 地質調査業務 等

④建築関係建設 建築一般業務（意匠、構造、建築積算、調査、工事監理 等）

コンサルタント

業 務 建築設備設計業務（暖冷房、衛生、電気、機械設備積算、電

気設備積算 等）

⑤補償関係コン 土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業補償・特殊補

サルタント業務 償、事業損失、補償関連、総合補償 等に関する業務

⑥環境測定業務 濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベル 等の測定

業務
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第２ 資格審査申請の手順（窓口申請用）

１ 提出書類

入札参加資格審査申請にあたっては、下記「提出書類」の１から１２までを順に並べ、

縦の左側をホッチキスでとめて提出してください（クリップ、ダブルクリップ、ガチャ

ック等は使用しないでください。紙ファイルは不要です。）。提出書類が厚い場合は、紐

綴じにより提出してください。

「提出書類」の「別添」は、綴じずに提出してください。

なお、提出書類毎に付箋、インデックス等を付け提出してください。※印は、該当者

のみ提出の書類です。（）内は関連ページです。

順番 提 出 書 類 (京都府様式番号) 提出部数

１ 測量等業務指名競争入札参加資格審査申請書 (第1号様式)

２ 印鑑証明書 ※（p.7） 各

３ 経営規模等総括表 (第2号様式) １

４ 登録証明書（現況報告書）等 部

５ 測量等実績調書 (第3号様式) ホ

６ 技術者経歴書 (第4号様式) ッ

７ (法人の場合)商業・法人登記事項証明書 チ

８ 直前１年の営業年度における財務諸表 キ

９ 営業所一覧表 (第5号様式) ス

10 府税（京都府税）納税証明書 (第6号様式) 綴

11 消費税及び地方消費税の納税証明書 じ

12 府委託実績調書 (第7号様式)

別添 業者カード (第8号様式) ２ 部

別添 委任状 ※① (京都府様式) １部

別添 委任状（代理申請用） ※② (京都府様式) １部

（注）第１号様式～第５号様式についてのみ、国土交通省様式又は中央公契連統一様式

をもって代えることができます。

●「業者カード」（第８号様式）のメール送付について

提出いただいたデータの迅速な活用を図るため、「業者カード」（第８号様式）は、紙媒

体による提出のほか、窓口での受付完了後、指定ファイルをメール送付してください。

（１）指定ファイル

「業者カード」（第８号様式） Excelブック形式（Excel2010で読み込めるもの）

※ PDF形式、XDW形式等の指定外形式は認められません。
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（２）入力上の注意

・必ず今回ホームページからダウンロードした様式を使用し、古い様式は使用しない

でください。

・セル番地の変更（行、列、範囲の追加変更及び削除）は絶対に行わないでください。

・入力された文字が、業者カード（第８号様式）印刷時に見切れていても、データが

セル内に正確に入力されていれば結構です。詳しい入力方法はp.11～17を参照して

ください。

（３）メール送付について

・業者カード（第８号様式）は、窓口受付完了日から２日（土日を除く。）以内に、以

下のメールアドレスに送付してください。期限内に到着しなかった場合には、申請

を受け付けないことがあります。

メール送付先：shido@pref.kyoto.lg.jp

・件名は、「業者カード＋受付番号（半角数字３桁）＋商号又は名称」としてください。

・ファイル名は、「受付番号（半角数字３桁）＋商号又は名称」としてください。

・受付番号は、受付会場でお知らせします。

・送付データは、紙媒体で提出される業者カードの内容と同一のものとしてください

（提出前に再度確認してください。）。

なお、受付会場において修正があった場合には、その内容を反映させてください。

（４）指定ファイルの入手方法

京都府ホームページ中の入札参加資格のページ（http://www.pref.kyoto.jp/shime

i/）から他の様式と併せてダウンロードしてください。

京都府ホームページのトップページから入られる場合は、「産業・しごと」－「入札

情報」－「入札参加資格」を順にクリックしてください。

●委任状について

※① 京都府に対する入札・契約等の権限を、支店長又は営業所長等に委任するこ

とを希望される方

申請書提出時に、「委任状」に記入・押印の上、提出ファイルには綴じずに、別に添

付して提出してください（委任期間については、令和２年４月１日から令和３年３月

３１日までとしてください。）。

なお、京都府様式以外は受け付けられません。

※② 申請書作成・提出等の手続を、行政書士に委任される方

申請書提出時に、「委任状（代理申請用）」に記入・押印（申請代理人の押印は不要）

の上、提出ファイルには綴じずに、別に添付して提出してください（委任期間につい

ては、令和２年２月２１日から令和２年２月２８日までとしてください。）。

なお、京都府様式以外は受け付けられません。
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２ 申請書の受付期間

次の期間に受付を行います。

令和２年２月２１日（金）から２月２８日（金）まで（土、日を除く。）

午後１時１５分～４時

(注１) 上記受付期間内に提出されなかった場合、次回の受付は令和３年２月にな
ります。

(注２) 例年申請期間最後の数日は、申請者の方が集中して大変混雑します。また

提出書類に誤りや不足があり、上記期間内に書類が調わない場合には受付が

できませんので、可能な限り、期間の前半に申請していただきますようお願

いします（不足書類の後日送付は不可）。

３ 申請の受付会場

京都府庁別館２階 第３会議室

(注) 郵送による受付は行いませんので、直接持参の上、提出してください。

また、持参者は提出内容について説明できる方としてください。

なお、申請事項の軽易な修正は、その場で修正いただくことがありますので、

訂正印（持参者の私印等）をお持ちください。

４ 問い合わせ先

記載事項等不明な点については、以下へ問い合わせてください。

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

京都府建設交通部指導検査課調整担当 （０７５）４１４－５２２５
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第３ 申請書の記入要領

次の事項は、各書類ごとに指定がない場合、共通のものです。

・各種証明書類は、それぞれの発行官公署等において定めた様式を用いてください。

・各種証明書類の有効期限は、「現況報告書の写し」を除き、申請時において発行日

が３箇月以内（令和元年１１月２１日以降）のものとし、複写機による写し（印影

まで鮮明なものに限る。）も可とします（ただし、京都府税納税証明書は原本提出）｡

・審査基準日は令和２年１月１日です。

１ 測量等業務指名競争入札参加資格審査申請書（第１号様式）

（１）申請日を記入してください。

（２）「登録番号及び登録年月日」については、現在登録を受けているもの全てを記入して

ください。

ただし、建築士事務所登録欄は以下により記入してください。

①建築一般業務＋建築設備設計業務を希望：建築士事務所登録番号

②建築一般業務のみ希望：建築士事務所登録番号

③建築設備設計業務のみ希望：建築設備士登録番号

（３）印鑑は、必ず代表者印を押印してください（実印以外の契約印も可）。

ただし、行政書士が代理申請人として代理申請をする場合は、代表者印の押印は不

要ですが、申請書の下部余白に申請代理人の記名（ゴム印可）及び押印をしてくださ

い（併せて委任状（代理申請用）を提出してください（p.5参照）。

（４）社印又は会社名の入った代表者印のない方のみ、個人印の実印を押印し、印鑑証明

書を提出してください。

２ 経営規模等総括表（第２号様式）

（１）測量等実績高

審査基準日（令和２年１月１日）以前の最終決算日の直前２年分の営業年度における

決算について記入してください。１２月末決算等で受付期間中に該当期の財務諸表の調

製が間に合わない場合、直前２年と３年の２年分の営業年度における決算について記入

してください。（p.18記入例参照）

①「直前２年度分決算」及び「直前１年度分決算」欄には、入札に参加を希望する業

種のみについて、６業種（p.1参照）別に、各営業年度において完成した業務の実

績高を消費税込みで記入してください。各年度の２欄（２列）のうち、年１回決算

の場合は１欄、年２回決算の場合は２欄を使用してください。
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②営業年度の変更及び組織の変更について

営業年度を変更したため、審査基準日の直前２年分の各営業年度に含まれる月数

の合計が２４箇月に満たない場合は、次の式によって年間平均実績高を算定してく

ださい。

［例］

審査基準日の直前１年の営業年度 Ａ

審査基準日の直前２年の営業年度 Ｂ

審査基準日の直前３年の営業年度 Ｃ

（Ａの実績高）＋（Ｂの実績高）

年間平均実績高＝ ２４箇月－（Ａの月数＋Ｂの月数）÷２
＋（Ｃの実績高）×

Ｃの月数

（２）自己資本額（法人の方は①～③、個人の方は③のみを参照）

審査基準日（令和２年１月１日）以前の最終決算日の直前１年分の営業年度における

決算について記入してください。１２月末決算等で受付期間中に該当期の財務諸表の調

製が間に合わない場合、直前２年前の１年分の営業年度における決算について記入して

ください。（p.18記入例参照）

①「計」の「計」欄

財務諸表の貸借対照表「純資産合計」を記入してください。

②「計」の「決算後増減額」欄

審査基準日以前の最終決算日以降、審査基準日の前日までの間に増資又は減資が

あった場合、その合計額を記入してください。減資があった場合、マイナス表示

（「－」又は「△」）で記入してください。

③「計」の「合計」欄

【法人の方】

①＋②の合計額を記入してください。

【個人の方】

青色申告書等により「期首資本金（元入金）」＋「事業主借勘定」＋「事業主利

益（青色申告所得金額）」－「事業主貸勘定」（＋負債の部の利益留保性の引当金

及び準備金（該当がある場合））を記入してください。①、②の欄は記入不要です。

（３）営業年数等

①「営業年数」欄には、創業年月日から審査基準日までの期間（休業の期間を除く。）

に係る年数（１年未満は切捨て）を記入してください。

①組織変更等が行われ、かつ、現企業体と前企業体が同一性を保持していると認めら

れる場合は、前企業体の創業年月日とすることができます。企業の合併が行われた

ときは存続会社の創業年月日としてください。
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３ 登録証明書（現況報告書）等

（１）測量法、建築士法又は計量法の規定による登録業者である場合

それぞれの登録に関し、「登録証明書」を提出してください。

なお、登録から３箇月以内の場合は、「登録通知書の写し」をもって代えることがで

きます。

計量証明事業の登録証明書は都道府県によっては発行されないことがあります。そ

の場合、登録簿の謄本に原本と相違ない旨の証明を受けたものを提出してください。

（２）建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程又は補償コンサルタント登録

規程の規定による登録業者である場合

それぞれの登録規程第７条に規定する「現況報告書の写し」及び第２条に規定する

「登録の更新」を受けた「通知書の写し」を提出してください。

また、建設コンサルタント登録規程又は補償コンサルタント登録規程の規定による

登録業者で、登録規程第７条に規定する「現況報告書」に記載のない部門を「◎」で

希望する場合は、登録規程第９条に規定する「登録の追加」を受けた「通知書の写し」

を提出してください。

①この場合の「現況報告書」は、国土交通省に提出した一式（財務諸表は除く。）で、

かつ、確認済印が、申請書提出時の直前１年以内（平成３１年２月２１日以降）の

ものに限ります（決算日の関係で、直近の「現況報告書」を提出済みであり確認済

印の押印が未了の場合は、提出済みの直近の報告書の写しとその１期前の報告書の

写しを併せて提出すること。）。

②新規登録から申請までに決算日がなく「現況報告書」がない場合、「登録通知書の写

し」を提出してください。

③「現況報告書の写し」を提出した場合は、営業所一覧表（第５号様式）を省略する

ことができます。

（３）建築設備設計業務を希望される場合

１名以上の有効な「建築設備士登録証の写し」を提出してください（専任の建築設

備士がいなければ希望できません。）。

４ 測量等実績調書（第３号様式）

入札に参加を希望する業種のみについて、第１－４ 業種一覧表の６業種区分ごとに

別葉にして記入してください。

直前２年間の主な完成業務及び直前２年間に着手した主な未完成業務について記入し

てください。対象期間は、審査基準日（令和２年１月１日）以前の最後の決算日までの

２年間です。

原則として、この様式に記入する金額の単位は円単位、金額は消費税込みです。千円

単位等や税抜き価格で記入した場合には、そのことがわかるよう明記してください。
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５ 技術者経歴書（第４号様式）

入札に参加を希望する業種のみについて、第１－４ 業種一覧表の６業種区分ごとに

別葉にして、常勤の技術者の業務経歴を記入してください。

６ 商業・法人登記事項証明書（法人の場合）

申請者が法人の場合には、「商業・法人登記事項証明書」を提出してください。

なお、「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」の別は問いません。

７ 直前１年の営業年度における財務諸表

審査基準日（令和２年１月１日）以前の最終決算日の直前１年分の営業年度における

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表（個人にあってはこれらに

類する書類（青色申告書等））を添付してください。１２月末決算等で受付期間中に該当

期の財務諸表の調製が間に合わない場合、直前２年前の１年分の営業年度のものを添付

してください。

８ 営業所一覧表（第５号様式）

主たる営業所（一般的には本社・本店等になります。）とその他の営業所について記入

してください。

９ 府税納税証明書（第６号様式）

（１）「府税納税証明書」は写しは不可です（必ず原本を添付してください。）。

（２）「府税納税証明書」及び「府税納税証明請求書」に必要事項（各様式の※印欄）を記

入し、最寄りの府税事務所、広域振興局税務室、府税出張所又は京都府庁税務課（府

庁１号館５階）に申請の上、交付を受けてください。

なお、請求者が納税者でないときは、必ず納税者等の委任状（定められた様式はあ

りません。）を添付して証明を受けてください。

（３）京都府に納税義務がない方は、証明を受ける必要はありませんので、住所、商号、

代表者及び日付（申請日）を記入（押印不要）した「府税納税証明書」の余白部分に

『京都府税については納税義務がありません。』と記入したものを提出してください

（「府税納税証明請求書」の提出は不要です。）。

（４）「府税納税証明書」の申請について不明な事項は、以下へ問い合わせてください。

京都府総務部税務課管理担当 （０７５）４１４－４５０４

１０ 消費税及び地方消費税の納税証明書

（１）「消費税及び地方消費税の納税証明書」は次のいずれかの書式の添付が必要です。

（それ以外の書式（書式その１等）では受け付けられません。）

①書式その３ ：未納の税額のないことの証明（請求税目単位の証明）
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②書式その３の２：未納の税額のないことの証明（申告所得税と消費税及び地方消費税の証明）

③書式その３の３：未納の税額のないことの証明（法人税と消費税及び地方消費税の証明）

（２）交付は、事業所等を管轄する税務署で受けてください（納税証明書をオンライン請

求することも可能です。詳細は下記参照。）。

・納税証明書の交付請求手続

http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm

・納税証明書オンライン交付請求のリーフレット

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/e-tax/e-tax_on_line.pdf

・納税証明書オンラインでの交付請求手続

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm

申請について不明な事項は、税務署へ問い合わせてください。

１１ 府委託実績調書（第７号様式）

直前２年間に京都府（教育庁、警察本部、関係公社等を含む。）から直接契約して委託

された全ての測量等業務について、その業務の内容及び請負代金の額（消費税込）等を

記入してください（協会、市町村等を通じて業務を行ったものは含みません。）。

直前２年間に、京都府からの委託実績がない方は、「府委託実績調書」の余白部分に『委

託実績はありません。』と記入したものを提出してください。

対象期間は、審査基準日（令和２年１月１日）以前の最後の決算日までの２年間です。

１２ 業者カード（第８号様式）

（１）この様式には押印しないでください。

（２）※欄は記入しないでください。

（３）「業者番号」欄は、新規申請の方は記入しないでください。

過去に入札参加資格をお持ちの方は、過去に通知を受けた測量等業務指名競争入札

参加資格認定通知書のうち、最新のものに記載されたユーザーＩＤ（「60」から始まる

８桁の番号）を必ず記入してください。

（４）「直前２箇年の年間平均実績高」欄は、経営規模等総括表（第２号様式）の「測量等

実績高」の欄に記入した、「年間平均実績高」の「計」欄の額を記入してください。

京都府の資格審査対象業種（６業務）以外の実績は記入しないでください。

（５）「自己資本額」欄は、経営規模等総括表（第２号様式）の「自己資本額」の「合計」

の「計」欄の額を記入してください。資本金と混同されないよう御注意ください。

（６）「職員の数」欄は、希望業務以外に従事する職員を含めた全体（全社）の職員数を記

入してください。全体で概ね１５０人以上となる場合は各欄とも概数でも構いません。
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技術職員＋事務職員＝職員数となります。

（７）「資本金」欄は、法人の方は「商業・法人登記事項証明書」の資本金の額を記入して

ください。個人の方は記入しないでください。

（８）「希望業務内容」欄は、次の要領で記入してください。

・「測量」、「建築関係建設コンサルタント業務」、「建築設備設計業務」及び「環境

測定業務」のうち、各法律に基づく登録がある業務を希望する場合には、当該業

務に◎を記入してください（○の記入は不可）。

・「土木関係建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」及び「補償関係コンサル

タント業務」のうち、各登録規程に基づく登録がある業務を希望する場合には◎

を記入してください。

業者登録がない業務を希望する場合には○を記入してください。ただし、○の希

望が可能な業務は、①～⑤のいずれかの登録があり、かつ、当該業務において、

資格等保有者を置いているものに限ります。

・希望する業務が○のみの申請はできません（いずれかの業務において、１つは◎

の申請が必要です。）。

（p.15 ＜業者登録－希望可能業務対照表＞参照）

①測量業務

測量法に基づく登録があり、いずれかの業務を希望する場合には、その業務の希

望の欄に◎を記入してください（登録がない場合は希望できません。）。

②土木関係建設コンサルタント業務

建設コンサルタント登録規程に基づく登録がある業務を希望する場合には、その

業務の希望の欄に◎を、登録がない業務を希望する場合には、○を記入してください

（資格等保有者がいない部門を希望できません。）。

③地質調査業務

地質調査業者登録規程に基づく登録があり、業務を希望する場合には、希望の欄

に◎を、登録がない業務を希望する場合には、○を記入してください（資格等保有

者がいない場合は希望できません。）。

④建築関係建設コンサルタント業務

建築士法に基づく建築士事務所登録があり、建築一般業務のいずれかの業務を希

望する場合には、その業務の希望の欄に◎を記入してください（登録がない場合は

希望できません。）。

建築設備設計業務は、建築士法に規定する建築設備士（建築士法施行規則に規定

する登録を受けている方で、かつ、専任の方に限る。）を有している場合に限り、希

望する業務の希望の欄に◎を記入してください（建築設備士がいない場合は希望で

きません。）。

⑤補償関係コンサルタント業務
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補償コンサルタント登録規程に基づく登録がある業務を希望する場合には、その

業務の希望の欄に◎を、登録がない業務を希望する場合には、○を記入してくださ

い（資格等保有者がいない部門を希望できません。）。

⑥環境測定業務

計量法に基づく登録がある業務を希望する場合には、その業務の希望の欄に◎を

記入してください（登録がない業務は希望できません。）。

（９）「資格者数」は次の要領で記入してください。

①自社の常勤の職員について記入してください（協力会社の資格者を計上しないでく

ださい。）。

②技術士は、技術士法に基づく第二次試験の合格者で、同法に基づく登録を受けてい

る方のみの人数を記入し、建設コンサルタント登録規程等による実務経験者、大臣

認定者等は計上しないでください。

③希望する業務に関して、その下欄に関連する資格者数を計上する形式になっていま

す。したがって、希望しない業務に人数は記入しないでください。ただし「その他

の資格者数」欄は希望する業務に関わらず記入してください。

④土木関係建設コンサルタント業務の技術士欄は、建設コンサルタント登録の部門ご

との技術管理者の要件に該当する技術士について、総合技術監理部門の方はそれぞ

れの業務欄の「技術士（総）」欄に、それ以外の方は同じく「技術士」欄に計上して

ください。

⑤地質調査業務の技術士欄は地質調査業者登録規程の技術管理者の要件に該当する技

術士について、総合技術監理部門の方は「技術士（総）」欄に、それ以外の方は「技

術士」欄に計上してください。

⑥④及び⑤に該当しない技術士は「その他の資格者数」の「技術士（上記以外）」欄に

計上してください。

⑦複数の資格を持つ資格者及び複数の業務に関係する資格者は、それぞれに計上して

ください。ただし、次の場合は複数に計上しないでください。

・土木関係建設コンサルタント各業務及び地質調査業務において、技術士（総合技

術監理部門）の方は、技術士（総）の欄に計上し、技術士の欄には計上しないで

ください。

・「一・二級（建築士、土木施工管理技士）」の一級の資格者は一級にのみ、「士、士

補（測量士、不動産鑑定士）」の「士」の資格者は「士」にのみ計上してください

（ただし、「その他資格者数」のうち、「構造設計一級建築士」及び「設備設計一

級建築士」については、建築関係建設コンサルタント業務の「一級建築士」と重

複して計上することができます。）。

⑧「公共用地取得実務経験者」は官公庁に勤務し、公共用地の取得業務に１０年以上

従事した方のことをいいます。
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（１０）「受任者情報」には京都府に対する入札・契約等の権限を、支店長又は営業所長等

代表者以外の方に委任することを希望される方のみ記入してください。

（１１）「備考」には直前２年間に、京都府からの委託実績がある場合には「1」を、無い

場合には「0」を記入してください。また、京都府内に営業所がある場合には「1」

を、無い場合には「0」を記入してください。
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◎ 様式記入例等

＜「業者登録」－「府への希望可能業務」対照表＞

測 建 地 建 専 補 計量証明事業登
業 量 設 質 築 任 償 録
者 業 コ 調 士 の コ
登 登 ン 査 事 建 ン 濃 特 音 振
録 録 サ 業 務 築 サ 度 定 圧 動
の ル 登 所 設 ル 濃 レ 加
種 タ 録 登 備 タ 度 ベ 速
類 ン 録 士 ン ル 度

ト ト レ
登 登 ベ

府への希望可能業務の種類 録 録 ル

測量（地図の調製・航空測量を含む） ◎

土木関係建設コンサルタント業務
○ ◎ ○ ○ ○

（登録部門）

土木関係建設コンサルタント業務
○ ○ ○ ○ ○

（登録部門以外）

地質調査業務 ○ ○ ◎ ○ ○

建築関係建設コンサルタント業務
◎

（意匠･構造･建築積算･調査･工事監理）

建築関係建設コンサルタント
◎

業務（建築設備設計業務）

補償関係コンサルタント業務
○ ○ ○ ○ ◎

（登録部門）

補償関係コンサルタント業務
○ ○ ○ ○ ○

（登録部門以外）

環境測定業務（濃度） ◎

環境測定業務（特定濃度） ◎

環境測定業務（音圧レベル） ◎

環境測定業務（ 振 動 加 速 度 レ ベ ル ） ◎

◎：各法律又は各登録規程に基づく登録があり、希望できる業務

○：各登録規程に基づく登録はないが、希望できる業務（ただし、資格等保有者を置

く場合に限る。）

※ 希望する業務が○のみの申請はできません（業者カードの中で、いずれかの業務

において、１つは◎の申請が必要です。）。
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＜業者カード（第８号様式） 記入例＞

人 人 合計 人 資本金 百万円  ※ 

土
質
・
基
礎

鋼

構
造

・

コ

ン

ク

リ
ー

ト

河

川

・

砂

防

・

海

岸

・

海

洋

電
力
土
木

道
路

ト
ン
ネ
ル

施

工
計

画

施

工

設

備

積
算

機
械
地
質
造
園
港
湾
・
空
港

上
水
道
・
工
業
用
水
道

下
水
道

農
業
土
木

森
林
土
木

水
産
土
木

都
市
計
画
・
地
方
計
画

鉄
道
建
設
環
境

電
気
電
子

廃
棄
物

◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎

1

1 1

1 2 2 1 2

暖
冷
房

衛
生
電
気
機
械
設
備
積
算

電
気
設
備
積
算

◎ ◎ ◎ ○  ◎ 　 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   

 一級建築士 3

 二級建築士 4

 建築設備士

1

2

1

◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎  

2 1 3 1   

〒

1

1

1 （有：1，無：0） 1 （有：1，無：0）

意
匠

専門

構
造
建
築
積
算

調
査
工
事
監
理

建築設備設計業務

山田　太郎

（  ふ り が な ） にほんまるまるせっけい
代表者の役職

業者カード（令和２年度申請用）

※整理番号  業者番号 60999999 ※受付番号

〒 999-9999
（  ふ  り  が  な  ）

本店所在地

きょうとふきょうとしかみぎょうく

（  ふ り が な ）

しもだちうりどおりしんまちにしいる

商号又は名称 日本○○設計（株） 代表取締役

（  ふ り が な ） きょうと　じろう

担当者の氏名 京都　次郎

やまだ　たろう

代表者の氏名

中小

京都府京都市上京区

15

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ shido@pref.kyoto.lg.jp

下立売通新町西入１－１

電話番号

年
間平均実績高  

1,107,615

075-414-5225

千円 営業年数 37

事務職員 20 100

直前２箇年の年
832,325 千円 自己資本額

測
量
一
般

希望

測量士

職員数 技術職員 80

航
空
測
量

地質調査業務

地
質
調
査
業
務

希
望
業
務
内
容
・
資
格
者
数

土木関係建設
コンサルタント
業務

希望

技術士（総）

技術士

ＲＣＣＭ

測量業務
建築関係建設

コンサルタント

業務

建
築
一
般

希望

環境測定
業務

濃
度

5 技術士（総）

希望

地
図
の
調
製

3

測量士補 3 技術士

補償関係
コンサルタント

業務

地質調査技士

土
地
評
価

物
件
機
械
工
作
物

総
合
補
償

希望

振
動
加
速
度
レ
ベ
ル

不動産鑑定士

不動産鑑定士補

土地家屋調査士

営
業
補
償
・
特
殊
補
償

事
業
損
失

補
償
関
連

補償業務管理士

希望

土
地
調
査

司法書士

音
圧
レ
ベ
ル

その他資格者数

公共用地取得実務経験者環境計量士 2

技術士（上記以外）

一級土木施工管理技士

二級土木施工管理技士

特
定
濃
度

備考
京都府委託実績の有無＝

075-414-5225 構造設計一級建築士

役職名 支店長 受任者の氏名 山田　三郎

受
任
者
情
報

やまだ　さぶろう

1

京都支店 999-9999

建築構造士京都府京都市上京区

契約権限を委任している営業所

電話番号 （ふりがな）

所在地

第８号様式（第４条関係）

：各法律に基づく登録がある場合、「◎」のみ希望可能

　①～⑤のいずれかに登録があり、当該業務の資格等保有者がいる場合に「○」希望可能

：各登録規程に基づく登録部門に「◎」希望可能

下売立通新町西入１－２

京都府内営業所の有無＝

建築積算資格者

設備設計一級建築士

株式会社は（株）
と入力

住所は都道府県市区町村と、
字名以降を分割して入力

全角文字で
入力

半角文字で
入力

建築関係建設コンサル
タント業務の一級建築

士と重複可

入力忘れが多いので注意 入力忘れが多いので注意

住所は都道府県市区町村と、
字名以降を分割して入力

支店名に商号は
記入しない

２号様式の合計と
同一金額

２号様式の合計と
同一金額

技術職員＋事務職員 単位に注意

◎、○は記号で入力
漢数字の「〇」や数字の

「０」は不可

◎、○を記入しな
い欄は技術者数を
記入しない

①

② ③ ④

⑤
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＜業者カード（第８号様式） 入力箇所及び注意事項等について＞

入力箇所及び注意事項 入力方法

※整理番号、※受付番号 入力しない

（ふりがな）、代表者の役職、役職名

商号又は名称 株式会社は（株）と入力してください。

代表者の氏名、 氏名の間には全角スペース（空白）を入力してくだ

担当者の氏名、 さい。（注）氏名（代表者、担当者、受任者の氏名）

受任者の氏名 以外の入力箇所には、スペース（空白）を入力しな

いでください。 全角文字

（日本語モード）

本店所在地、 住所は都道府県名より入力してください。 での入力箇所

所在地 正→ 京都府京都市○○区××町

誤→ 京都市○○区××町

スペース（空白）を入力しないでください。

都道府県及び市区町村名と、字名以降とを分割して

入力してください。

契約権限を委任 営業所の名称に、商号は付けないでください。

している営業所 正→ 京都支店

誤→ 日本○○設計（株）京都支店

〒、電話番号 ハイフン「-」で区切って入力してください。

E-mailｱﾄﾞﾚｽ、直前２箇年の年間平均実績高、自己資本額、営業年数、技術職員、
事務職員、合計、資本金、技術士（総）、技術士、ＲＣＣＭ、測量士、測量士補、地 半角英数文字
質調査技士、一級建築士、二級建築士、建築設備士、補償業務管理士、環境計量士、 （英語モード）
技術士（上記以外）、一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士、不動産鑑定士 、 での入力箇所
不動産鑑定士補 、土地家屋調査士、司法書士 、公共用地取得実務経験者、建築積算
資格者、建築構造士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士、京都府委託実績

日本語入力モードで「まる」と入力して変換するか、記号 記号

希望 から選択すれば、「◎」や「○」の入力できます。漢数字 （◎又は○）

の「〇」や数字の「０」では入力しないでください。 での入力箇所

なお、希望する業務の各部門に資格等保有者を置いてい

なければ希望できないことに御注意ください。（p.12参照）

（注１）ファイルをメールにより送付する際、ファイル名称は「受付番号（半角数字３

桁）＋商号又は名称」とし、シート名は「業者カード」から変更しないでくだ

さい。

（注２）送付データは、紙媒体で提出される業者カードの内容と同一のものであること

を、必ず確認してください。
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＜経営規模等総括表（第２号様式） 記入例＞

経 営 規 模 等 総 括 表

※ 
受付番号

ふ り が な

商号又は名称

にほんまるまるせっけい 

日本○○設計（株） 

主たる
営業所
所在地

京都府京都市上京区下立売
通新町西入１－１ 

測

量

等

実

績

高

競争への参加を 

希 望 す る 

業 種 区 分 

直前第２年度決算 直前第１年度決算 
年間平均 

実 績 高  年 月から

 年 月まで

29年 8月から

30年 7月まで

 年 月から

  年 月まで

30年 8月から

元年 7月まで

測量 
        千円         千円

50,152

        千円         千円

71,321

        千円

60,736

建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
2,921 10,228 6,574

土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
660,822 698,460 679,641

地質調査業務 
67,210 58,744 62,977

補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

12,674 32,118 22,396

計 
793,779 870,871 832,324

自

己

資

本

額

区    分 直前決算時 
剰余(欠損)金
処    分

計 決算後増減額 合  計 

払込資本金 

剰 余  金 

差額金・自己株式 

次  期  繰  越 
利益（欠損）金 

計 
千円

1,102,615

千円

5,000

千円

1,107,615

営
業
年
数
等

創   業 休業又は転（廃）業の期間 現組織への変更 営業年数 

昭和57年10月20日 
   年  月  日から

     年  月  日まで
    年  月  日 ３７年 

財務諸表-貸借対照表
「純資産合計」

業者カード（第８号様式）の
「自己資本額」に入力 

縦列合計と一致 
業者カード（第８号様式）の「直前 2
箇年の年間平均実績高」に入力 

６業種のうち入札参加を希望する業種のみ記入 

希望する業種以外（その他等）の実績は記入しない 

千円未満切捨て
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◎ 円滑な申請のために ～必ずお読みください～

例年、申請受付時に書類不備あるいは記入不備として受付窓口で指摘となる事項の多く

は特定のものに集中しています。それらを列挙しますので、提出前に御確認ください。

なお、太字はその中でも特に多いもの、又は重大なものです。（）内は関連ページです。

＜全般＞

・証明書類（登録証明書、納税証明書等）の発行日が申請日の３箇月以内でない。また

は写しが不鮮明。（p.7）

・受付完了後の申請内容の訂正は認めません。

＜申請書（第１号様式）＞

・申請日が未記入。

＜経営規模等総括表（第２号様式）＞

・測量等実績高の欄に、測量等業務（６業種）以外の業務の実績を記入している。(p.7～8、18)

・測量等実績高の欄に、入札に参加を希望しない業種を含んだ合計額を記入している。(p.7～8、18)

＜登録証明書類＞

・建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタントの現況報告書及び登録更

新通知書の写し、必要に応じて登録追加通知書の写しが添付されていない。（p.9）

・建築設備設計業務を希望する場合に、建築設備士登録証の写しが添付されていない。

（p.9）

＜府税納税証明書（第６号様式）＞

・京都府内に営業所がないなど、納税義務がない場合にその旨の記入がない。又はその
旨を納税証明書に記入の場合に住所、商号、代表者及び日付の記入がない。（p.10）

・納税義務がある場合で、原本が添付されていない。（p.10）

＜消費税及び地方消費税納税証明書＞

・「書式その１」等を添付している。（p.10～11）

＜府委託実績調書（第７号様式）＞

・府委託実績がない場合に、「委託実績はありません。」と記入がない。（p.11）

＜業者カード（第８号様式）＞（p.11～17）

・２部提出が必要であるのに対し、１部しか提出がない。（p.4）

なお、２部のうち１部は、提出された申請書を受付後、受付印を押印の上、申請者に

返却しますので、必ず持参してください。

・受付完了後、完了日から２日（土日を除く。）以内に、メールにてファイルを送付して

ください。送付の際、ファイル名は「受付番号＋商号又は名称」としてください。（p.4～5）

・直前２箇年の年間平均実績高、自己資本額、営業年数が、第２号様式と異なる金額、

数字が入力されている。（p.11、16）

・希望できない業務を希望している。特に、希望する業務の各部門に資格等保有者を置

いていない場合には、当該部門を希望できないことに御注意ください。（p.12～14、16）

・建築設備設計業務を希望するためには建築設備士が必要です（設備設計一級建築士で

は希望できません。）。（p.12、16）

・正しくデータを取り込むために最新の様式を使用してください。（p.5）
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◎ 提出書類チェックリスト

申請する前に、提出書類がそろっているかどうかを、チェックリストにより再度確認し

てください。※印は、該当者のみ提出の書類です。（）内は関連ページです。

○チェックリスト

有・無 順番 提 出 書 類 (京都府様式番号) 提出部数

１ 測量等業務指名競争入札参加資格審査申請書 (第1号様式)

２ 印鑑証明書 ※ ＜注①＞

３ 経営規模等総括表 (第2号様式)

４ 登録証明書（現況報告書）等

・登録証明書(写し可)＝測量業、建築士事務所、計量証明

事業 各

（都道府県により、計量証明事業の登録証明書が発行されない １

場合、登録簿の謄本に原本と相違ない旨の証明を受けたもの 部

を提出(写し可)） ホ

・現況報告書の写し＝建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、地質調査業、補償ｺﾝｻﾙ ッ

ﾀﾝﾄ チ

・建築設備士登録証の写し＝建築設備設計業務 キ

５ 測量等実績調書 (第3号様式) ス

６ 技術者経歴書 (第4号様式) 綴

７ (法人の場合)商業・法人登記事項証明書(写し可) じ

８ 直前１年の営業年度における財務諸表(写し可)

９ 営業所一覧表 (第5号様式)

10 府税（京都府税）納税証明書(写し不可)＜注②＞ (第6号様式)

11 消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)

12 府委託実績調書 ＜注③＞ (第7号様式)

別添 業者カード (第8号様式) ２ 部

別添 委任状 ※（p.5） (京都府様式) １部

別添 委任状（代理申請用） ※（p.5） (京都府様式) １部

第１号様式～第５号様式は、国土交通省様式又は中央公契連統一様式をもって代え

ることができます。

＜注①＞ 社印又は会社名の入った代表者印のない方のみ提出してください。(p.7)

＜注②＞ 京都府税の納税義務がない場合についても提出してください。(p.10)

＜注③＞ 京都府からの委託実績がない場合についても提出してください。(p.11)
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第４ 申請書等の記載事項の変更

１ 申請書提出後、申請書等の記載事項に変更があった場合は、測量等業務指名競争入札

参加資格審査申請書記載事項変更届により、速やかに提出してください。

なお、届出が必要な事項と変更届の添付書類等については、下表を参考にしてくださ

い。また、様式は京都府の入札参加資格のホームページ（p.5）から入手できます。

２ 資格を有する方が法人の設立等に至ったとき、法人が合併したとき、営業譲渡、会社

分割で営業を承継したときは、従前の資格を承継できる場合があります。

※ 詳細は、指導検査課へお問い合わせください。

変更届の添付書類一覧表

変 更 届 の 添 付 書 類

変 更 事 項

個 人 法 人

商 号 又 は 名 称 必 要 な し 商業・法人登記事項証明書

営 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地 必 要 な し 商業・法人登記事項証明書

電 話 番 号 必 要 な し

代 表 者 商業・法人登記事項証明書

資 本 金 額 （ 出 資 総 額 ） 商業・法人登記事項証明書

測 量 業 者 等 の 登 録 番 号 ・ 登録通知書の写し

登 録 年 月 日 及 び 登 録 部 門 又 は 登 録 証 明 書

受任者（委任状提出者のみ） 委任状（京都府様式）

※ 商業・法人登記事項証明書については写し（印影まで鮮明なものに限る。）でも可


